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 第 12節 新興感染症医療                             

 

 現状及び課題  

○ 近年の国際交流や地球温暖化の進行、薬剤耐性を持つ微生物の増加等で、新型コロ

ナウイルス感染症（以下「新型コロナ」という。）に加え、動物由来等、様々な新興・

再興感染症が国内外の脅威となっています。 

○ 新型コロナの対応は、変異株の出現や感染者数の拡大、新たな治療法の確立等によ

り、その時々において、対応の変化を求められました。 

○ 新型コロナの対応において、感染拡大初期にウイルスの特性が明らかでない時期か

ら対応する医療機関と、ウイルスの特性が明らかになった後に対応する医療機関との

役割が不明確であったため、医療機関間の役割分担や連携の調整に時間を要しました。 

○ 感染症指定医療機関だけで新型コロナの入院患者に対応できず、一般医療機関が通

常医療を制限しながら、病床を確保する必要が生じました。 

○ 感染拡大期においては、院内において感染拡大が発生した医療機関が多くあり、集

団感染の終息まで、通常医療及び新型コロナに係る医療が大きく制限される事例があ

りました。 

○ 「高齢者かつ独居で認知症の入院患者」において、感染防止対策をしながら医療と

介護を看護師が担いました。また、病状回復後に介護の必要性があり、医療機関から

の退院が難しくなる事例がありました。 

○ 県内全体の病床数が充足していても、病床数と人口数の不均衡により、人口の多い

大分市において、病床が不足する時期がありました。 

 

 基本的な考え方  

○ 感染症に係る医療は、感染症の患者に対して早期に良質かつ適切な医療を提供し、

重症化を防ぐとともに、病原体の感染力を減弱し、かつ、消失させることにより、周

囲への感染症のまん延を防止することが基本となります。 

○ 医療現場においては、感染症に係る医療は特殊なものではなく、感染防止対策を行

いながら、通常医療の質を低下させることなく、提供されるものとの認識の下、良質

かつ適切な医療の提供が望まれます。 

○ 地域における病床や発熱外来が不足しないよう、人口に応じた病床や発熱外来の確

保が重要です。 

○ 県は、国と連携して感染症の発生の予防及びまん延の防止に係る施策を講じるため、

正しい知識の普及、情報の収集及び分析並びに公表、人材育成、検査体制、医療提供

体制等を整備します。 

○ 県は、保健所を「地域における感染症対策の中核的機関」と、県衛生環境研究セン

ターを「県における感染症対策の科学的かつ技術的中核機関」と明確に位置付け、体

制整備及び人材育成等の取組を計画的に行います。 

○ 県は、管内の保健所設置市、感染症指定医療機関、医療関係団体、消防機関その他

機関（高齢者施設等の関係団体等）で構成する大分県感染症対策連携協議会（以下「連

携協議会」という。）を設置し、関係機関との平時からの意思疎通、情報共有、連携を

推進します。 
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 圏域の設定と状況  

○ 新興感染症医療の圏域については、各医療圏に拠点となる「感染症指定医療機関」

［図表１・２・３］があり、二次医療圏である東部、中部、南部、豊肥、西部、北部

の６つの医療圏とします。実際に、新型コロナの対応においても、６つの医療圏を基

本として、入院調整を行いました。 

 

◇図表１：感染症指定医療機関の医療圏別分布 

感染症指定医療機関 東部 中部 南部 豊肥 西部 北部 計 

第一種感染症 

(機関) 
- １ - - - - １ 

第二種感染症 

(機関) 
２ ２ １ １ １ １ ８ 

（★感染症指定医療機関の所在地）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 国内での感染発生早期［新型インフルエンザ等感染症等の発生から感染症法に基づ

く厚生労働大臣による発生の公表＝新型インフルエンザ等感染症等に位置付ける旨

の公表（以下「発生の公表」という。）前まで］の段階は、感染症指定医療機関の感染

症病床を中心に対応し、新興感染症についての知見等を収集します。 

○ 重症者及び特に配慮が必要な患者については、必要に応じて、医療圏に関わらず、

より広域的な範囲で連携し、対応していきます。 
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◇図表２：第一種感染症指定医療機関の概要 

種別 位置付け 

第一種 

感染症 

一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症の患者の入院

を担当する医療機関として、都道府県知事が指定した医療機関 

［原則として、都道府県域毎に１機関］ 

医療圏 感染症指定医療機関名 病床数 

全 域 大分県立病院 ２床 

計 １機関 ２床 

 

◇図表３：第二種感染症指定医療機関の概要 

種別 位置付け 

第二種 

感染症 

二類感染症、新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当する医

療機関として、都道府県知事が指定した医療機関 

［原則として、二次医療圏毎に１機関］ 

医療圏 指定医療機関名 病床数 

東 部 
国東市民病院 ４床 

大分県厚生連鶴見病院 ４床 

中 部 
 大分県立病院 10床 

 臼杵市医師会立コスモス病院 ４床 

南 部 
 独立行政法人地域医療機能推進機構 

 南海医療センター 
４床 

豊 肥  豊後大野市民病院 ４床 

西 部  大分県済生会日田病院 ４床 

北 部  宇佐高田医師会病院 ４床 

計 ８機関 38床 

 

 

 今後の施策  
（１）感染症に係る医療提供の考え方 

○ 県・保健所設置市は、新興感染症が発生した際に、医療機関が速やかに外来診療・

入院医療・自宅療養者等への医療等を提供できるように、連携協議会や医療審議会

等を活用した関係機関や医療関係団体、個人の連携により、平時から計画的に医療

提供体制を準備します。 

○ 感染症指定医療機関及び協定指定医療機関［図表４］は、新型インフルエンザ等

感染症等発生等公表期間においては、各医療機関の機能に応じて、それぞれの役割

［図表５］を果たします。 

○ 流行初期（発生の公表後３か月まで）においては、感染症指定医療機関が、流行

初期医療確保措置に基づく医療提供も含め、引き続き対応しますが、県知事の要請

により、協定指定医療機関も医療提供を順次開始します。 

○ 流行初期以降（発生の公表後６か月まで）においては、順次全ての協定指定医療

機関が対応します。 

○ 県・保健所設置市は、新たな治療方法が確立される等、感染症対策に有効な情報
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を得た際は、医療機関や医療従事者に向けて、当該治療法等に係る情報を提供しま

す。 

○ 入院調整にあたっては、流行初期の段階では入院を勧告する保健所が中心とな

って調整を担います。感染者が増加した段階においては、通常の医療連携の仕組み

を阻害することのないように配慮しつつ、県が医師会等と連携・協議の下、円滑な

入院調整の仕組みを構築します。 

 

◇図表４：第一種・第二種協定指定医療機関の概要 

種 別 位置付け 

第一種 

協 定 

医療措置協定に基づき、新型インフルエンザ等感染症・指定感染症の

患者、又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供す

る医療機関として、都道府県知事が指定した病院・診療所 

［整備目標］は、（目標）の項を参照 

第二種 

協 定 

医療措置協定に基づき、新型インフルエンザ等感染症・指定感染症の

患者、又は新感染症の所見がある者に、発熱外来、自宅・宿泊療養施

設・高齢者施設・障がい者施設等において、必要な医療を提供する医

療機関として、都道府県知事が指定した病院・診療所・薬局・訪問看

護事業所 

［整備目標］は、（目標）の項を参照 

 

◇図表５：感染症に係る県内医療機関の役割一覧 

感染症 

類 型 

感染症指定医療機関 協定指定医療機関 
一般の 

医療機関 第一種 第二種 
第一種 

(入院) 

第二種 

(外来・療養) 

一類 ○ - - - - 

二類 ○ ○ - - - 

三類 - - - - ○ 

四類 - - - - ○ 

五類 - - - - ○ 

新型インフルエンザ ○ ○ ○ ○ - 

指定 ＊ ＊ ＊ ＊ - 

＊指定感染症については、一～三類感染症、又は新型インフルエンザ等感染症に準じた措

置を行います。また、新感染症については、その病原性や重症度、緊急性その他の理由

に応じて、医療機関の役割を調整します。 

 

（２）協定指定医療機関の整備 

○ 医療措置協定は、県と医療機関の間で「新型インフルエンザ等感染症等発生等公

表期間において、当該機関の講じる入院体制、外来診療体制・自宅療養者等への医

療・療養支援体制、検査体制、後方支援体制、医療人材の派遣、当該機関における

個人防護具の備蓄等」について定め、締結するものです。 

○ 県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興感染症の入院を担

当する医療機関（病院、診療所）と、平時に医療措置協定を締結し、「第一種協定
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指定医療機関」に指定します。 

○ 県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興感染症の発熱外来、

自宅療養者等への医療の提供を担当する医療機関（病院、診療所）と、平時に医療

措置協定を締結し、「第二種協定指定医療機関」に指定します。 

○ 公的医療機関等、特定機能病院及び地域医療支援病院［図表６］は、感染症法の

定めにより、各地域におけるその機能や役割を踏まえ、新型インフルエンザ等発生

等公表期間に新興感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を講じる

ことを義務付けられています。 

 

◇図表６：感染症法による「医療提供義務」対象病院の一覧 

医療圏 医療機関 
公的医療 

機関等 

特定機能 

病院 

地域医療 

支援病院 

東部 

国立病院機構 別府医療センター ○  ○ 

国立病院機構 西別府病院 ○   

国家公務員共済組合連合会 新別府病院 ○  ○ 

大分県厚生連鶴見病院 ○   

杵築市立山香病院 ○   

国東市民病院 ○   

中部 

大分県立病院 ○  ○ 

国立病院機構 大分医療センター ○  ○ 

大分市医師会立アルメイダ病院   ○ 

大分赤十字病院 ○  ○ 

社会医療法人敬和会 大分岡病院   ○ 

臼杵市医師会立コスモス病院   ○ 

大分大学医学部附属病院  ○  

独立行政法人地域医療機能推進機構 

湯布院病院 
○   

南部 
独立行政法人地域医療機能推進機構 

南海医療センター 
○  ○ 

豊肥 
竹田医師会病院   ○ 

豊後大野市民病院 ○   

西部 大分県済生会日田病院 ○  ○ 

北部 
宇佐高田医師会病院   ○ 

中津市立中津市民病院 ○  ○ 

計 14 １ 13 

 

○ 県は、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新興感染症の自宅療養

者等への医療の提供を担当する薬局及び訪問看護事業所と、平時に医療措置協定

を締結し、「第二種協定指定医療機関」に指定します。 

○ 第二種協定指定医療機関のうち、高齢者施設・障がい者施設等における療養に医

療を提供する医療機関は、施設内感染拡大時に医療人材を派遣することが望まれ

ます。 
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○ 県は、各医療機関を指定した後、県ホームページに「協定指定医療機関のリスト」

を掲載し、公表します。その際、掲載するリストにおいて、流行初期医療確保措置

の対象となる医療機関についても分かるように記載します。 

○ 県は、各医療機関と医療措置協定を締結した後、県ホームページに「後方支援（新

興感染症の回復期患者、又は新興感染症以外の一般患者の転院受入）を担う医療機

関等のリスト」を掲載し、公表します。 

○ 県は、連携協議会で「後方支援を担う医療機関が、新興感染症の回復期患者を受

け入れる際の患者のめやす」（以下「転院のめやす」という。）を協議した上で、転

院のめやすを定め、医療機関及び医療関係団体等に周知します。後方支援を担う医

療機関は、転院のめやすを参考に、新興感染症の回復期患者を積極的に受け入れる

ようにします。 

○ 県は、新興感染症の感染急拡大時に、必要に応じて、臨時の医療施設や入院待機

施設に係る設置等を行います。 

○ 県と感染症指定医療機関、協定指定医療機関は、重症者用病床の確保に加え、特

に配慮が必要な患者（妊産婦、小児、透析患者、がん患者、精神疾患を有する患者、

認知症の人、障がい者・児等）にも対応［図表７］し、また救急医療体制［図表８］

も含めて、切れ目のない医療提供体制を整備します。 

 

◇図表７：特に配慮が必要な患者への対応 

１ 妊産婦 

（新型コロナにおける対応と課題） 

○ 新型コロナの流行においても、安定した周産期医療体制を維持するため、大

分県周産期医療協議会等において、妊産婦の受け入れ体制を構築しました。  

○ 新型コロナ陽性妊婦の分娩管理を周産期母子医療センターに集約し、周産期

母子医療センターにおいて妊産婦の感染管理とともに、陽性妊婦から生まれた

新生児の感染防止と医学管理を行いました。 

（今後の施策） 

○ 新興感染症の発生･まん延時においても、安定した周産期医療体制を維持す

るため、大分県周産期医療協議会や連携協議会等において、特に配慮が必要な

妊産婦や新生児の医療提供体制を構築します。  

２ 小児 

（新型コロナにおける対応と課題） 

○ 新型コロナの流行においても、小児医療を継続的に提供するため、小児や医

療的ケア児の入院調整コーディネーターを選任して、入院が必要な小児患者が

適切に入院できる体制を構築しました。  

○ これまでの対応を踏まえ、平時から「新興感染症の発生･まん延時において

も小児医療を継続的に提供できる体制」について、大分県小児医療対策協議会

等で協議する必要があります。  

（今後の施策） 

○ 新興感染症の発生･まん延時においても、安定した小児医療体制を維持する

ため、大分県小児医療対策協議会や連携協議会等において小児の医療提供体制

を検討します。 
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３ 透析患者 

（新型コロナにおける対応と課題） 

○ 新型コロナの発生に伴い、感染した透析患者が継続して透析治療を受けられ

るよう入院調整コーディネーターを選任し、入院が必要な透析患者が適切に入

院できる体制を構築しました。 

○ 感染拡大に合わせ、かかりつけ医にて継続して外来透析治療が受けられるよ

う周知を図りました。 

（今後の施策） 

○ 新興感染症の病原性や重症度等を踏まえ、感染症の流行下においても適切に

透析医療を継続して受けられるよう、関係機関等と協議を行い、安定した透析

医療提供体制の整備を図ります。 

４ がん患者 

（新型コロナにおける対応と課題） 

○ がん患者はステージや治療状況により、免疫機能が低下し様々な感染症に罹

りやすく、また、重症化しやすいことが指摘されています。 

○ 新型コロナの流行においては、肺炎の増悪だけでなく、様々な体調悪化が見

られました。 

○ 特に血液造血器系のがん患者は、免疫機能の低下による症状の遷延化だけで

なく、肺炎の緩徐な進行による再燃への対応や感染可能期間の延長等、病状に

応じた個別の対応を求められる事例が多く認められました。 

○ これまでの対応を踏まえ、平時から「新興感染症の発生・まん延時において

も、がん患者は感染防止に努めるとともに、切れ目なく適切な医療を受けられ

る体制」を整備する必要があります。 

（今後の施策） 

○ 新興感染症の発生・まん延時においても、がん医療を継続的に提供するた

め、大分県がん対策推進協議会や連携協議会等の場で医療提供体制について検

討します。 

５  循環器病患者 

（新型コロナにおける対応と課題） 

○ 新型コロナの流行において、呼吸器科医を中心とした入院調整の体制を構築

しましたが、循環器病等の基礎疾患を持つ患者がかかりつけ医で継続して医療

を受けられる体制が十分とは言えない事例が散見されました。 

○ 循環器病患者は、感染症に罹患すると、全身状態の悪化や基礎疾患の増悪が

懸念されることから、これまでの経験を踏まえ、平時から「新興感染症の発

生・まん延時においても、循環器病に係る医療を継続的に提供できる体制」に

ついて、大分県循環器病対策推進協議会等で協議する必要があります。 

（今後の施策） 

○ 新興感染症の発生・まん延時においても、感染症の治療と循環器病に係る医

療を継続的に提供するため、大分県循環器病対策推進協議会や連携協議会等の

場で医療提供体制について検討します。 
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６  糖尿病患者 

（新型コロナにおける対応と課題） 

○ 糖尿病患者は、免疫機能の低下により様々な感染症に罹りやすく、重症化し

やすいことが指摘されています。また、感染症に罹患すると、シックデイ等全

身状態の悪化のリスクもあります。新型コロナの流行時においては、新型コロ

ナウイルス肺炎の増悪だけでなく、脱水やシックデイ等様々な体調悪化が見ら

れました。 

○ そのため、糖尿病患者は、感染防止に努めるとともに、感染症流行時におい

ても、血糖コントロールと全身管理のため，切れ目なく適切な医療を受けられ

る体制整備を行う必要があります。 

（今後の施策） 

○ 新興感染症の発生・まん延時においても、かかりつけ医を中心として切れ目

なく適切な医療を提供できるようにするため、医療関係者で医療提供体制につ

いて検討し、大分県糖尿病対策推進会議等の関係機関と連携を図ります。 

７ 精神疾患を有する患者 

（新型コロナにおける対応と課題） 

○ 精神疾患患者は、病棟内での隔離が困難な場合が多く、新型コロナの流行時

には、精神科病院において大規模な院内感染が多発しました。 

○ これまでの対応を踏まえ、平時から「新興感染症の発生･まん延時において

も、精神医療を継続的に提供できる体制」を整備する必要があります。 

（今後の施策） 

○ 新興感染症の発生･まん延時においても、精神医療を継続的に提供するた

め、大分県精神疾患医療協議会や連携協議会等において検討します。  

○ 新興感染症の病原性や重症度等を踏まえ、感染症対策と精神医療の両立を図

ります。 

８  認知症の人 

（新型コロナにおける対応と課題） 

○ 認知症の人が感染症に罹患した場合、感染防止対策が取りにくいこと、症状

の把握が困難で重症化の探知が遅くなること、療養中に介護の手間がかかり入

院医療機関の負担が大きいこと等、認知症特有の課題があります。 

○ 新型コロナの流行においては、入院調整や症状軽快後の転院調整が困難であ

ったり、療養中の介護サービスが途切れたりといった医療と介護の両面の課題

が顕在化しました。 

○ これまでの対応を踏まえ、平時から「新興感染症の発生･まん延時において

も認知症の人が医療と介護を継続的に受けられる体制」を整備する必要があり

ます。 

（今後の施策） 

○ 新興感染症の発生･まん延時においても、認知症の人へ適切に医療や介護を

提供するため、連携協議会等において検討します。  

○ 認知症の人に関わる医療機関や高齢者施設の職員の感染症対応力向上のた

め、研修等を通じてスキルアップを図ります。 
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９ 障がい者・児 

（新型コロナにおける対応と課題） 

○ 新型コロナの流行においては、障がい者・児入所施設における施設内感染拡

大が散発し、施設内での感染拡大防止が課題でした。また、在宅の障がい者･

児が感染した場合、療養中に継続して障害福祉サービスを受けられずに不安定

になる等、障がい者･児特有の課題がみられました。 

○ これまでの対応を踏まえ、平時から「新興感染症の発生･まん延時において

も障がい者・児が医療とサービスを継続的に受けられる体制」を整備する必要

があります。 

（今後の施策） 

○ 新興感染症の発生･まん延時においても、障がい者・児へ適切に医療やサー

ビスを提供するため、連携協議会等において検討します。  

○ 障がい者・児に関わる医療機関や社会福祉施設の職員の感染症対応力向上の

ため、研修等を通じてスキルアップを図ります。 

（補足） 

○ 医療措置協定において、「第一種協定指定医療機関が受入可能と明記した特に

配慮が必要な患者の類型」について、県において集約の上、一覧化します。 

○ 特に配慮が必要な患者への対応が、限られた医療機関に集中しないように、多

くの医療機関がその機能や役割に応じた受け入れを促す体制を整備します。 

○ 新興感染症の発生･まん延時においても、全ての医療機関において、通常医療の

質を低下させることなく、切れ目のない医療を提供できる体制を構築することが

重要です。 

 

◇図表８：救急医療体制 

（新型コロナにおける対応と課題） 

○ 新型コロナの対応においては、流行時の救急医療体制についての各医療機関

の役割が十分に具体化されておらず、救急搬送が特定の医療機関に集中する

等、医療提供体制の課題が見られました。 

○ 特に感染拡大時には、入院患者の急増と職員の感染による医療従事者の不足

が重なり、一時的に医療負荷が増大しました。そのことが救急医療にも大きな

影響を及ぼし、新型コロナウイルス肺炎の増悪だけでなく、感染者が他の疾患

で救急搬送が必要となった場合の受入医療機関の選定に時間を要する事例が急

増しました。 

○ こうした新型コロナの感染拡大時の対応を踏まえ、平時から「新興感染症の

発生・まん延時においても救急医療を継続的に提供できる体制」について、大

分県救急医療対策協議会等で協議する必要があります。 

（今後の施策） 

○ 新興感染症の発生･まん延時においても、安定した救急医療体制を維持する

ため、大分県救急医療対策協議会や連携協議会等において、救急の医療提供体

制を検討します。 

○ 新興感染症の病原性や重症度等を踏まえ、各医療機関の機能に応じた体制の

整備を図ります。 
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（３）個人防護具等の備蓄 

○ 医療機関においては、医療措置協定に基づき、平時から個人防護具の備蓄に努

めます。なお、当該備蓄で不足する場合においては、国又は県は、個人防護具の

行政備蓄等から医療機関への支援を行います。 

○ 医療機関においては、平時から必要な医薬品の確保に努めることで、新興感染

症の発生・まん延時に、地域において新興感染症等に対応する医療機関が必要量

の医薬品を安定的に入手できるよう協力します。 

 

（４）関係機関及び関係団体との連携 

○ 感染症の患者に対する良質かつ適切な医療の提供のため、新興感染症等に対応

する感染症指定医療機関及び協定指定医療機関等については、県が、必要な指導、

助言及び支援を行います。 

○ 特に地域における感染症対策の中核的機関である保健所においては、感染症指

定医療機関及び協定指定医療機関、医療関係団体等との緊密な連携を図ります。 

 

（目標） 

（１）医療提供体制 

項目 対象 
流行初期 

（公表後３か月まで） 

流行初期以降 

（公表後６か月まで） 

入院病床 

［感染症病床40床含む］ 
病院・診療所 157床  525 床  

発熱外来 病院・診療所  80機関  400機関  

自宅医療者等への 

医療提供 

病院・診療所  130機関  

薬局 
 

270機関  

訪問看護事業所 
 

40機関  

後方 

支援 

「新興感染症の回復期 

患者」の転院受入 
病院・診療所 

 
60機関  

「新興感染症以外の 

一般患者」の転院受入 
病院・診療所 20機関  60機関  

（補足） 

○ 新興感染症に関する国内外の最新知見を踏まえつつ、直近の対応実績である新

型コロナにおける経験を念頭に目標を定め、取り組みます。 

○ 国内での感染発生早期（発生の公表前まで）の段階は、感染症指定医療機関の

感染症病床を中心に対応し、新興感染症についての知見等を収集します。 

○ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間においては、感染症指定医療機

関及び協定指定医療機関は、公表期間中の時期（流行初期、流行初期以降）に応
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じて、下記の役割を果たします。 

○ 流行初期（発生の公表後３か月まで）においては、感染症指定医療機関が、流

行初期医療確保措置に基づく医療提供も含め、引き続き対応しますが、県知事の

要請により、協定指定医療機関も医療提供を順次開始します。 

○ 流行初期以降（発生の公表後６か月まで）においては、順次全ての協定指定医

療機関が対応します。 

○ 新興感染症の性状のほか、その対応方法を含めた最新の知見の取得状況や感染

症対策物資等の確保の状況等が事前の想定とは大きく異なる事態については、国

においてその判断が行われた場合、県は、機動的に対応できるよう、協定指定医

療機関と速やかに協議します。 

 

（２）物資の確保 

項 目 対 象 平 時 

個人防護具５品目を 

２か月分以上備蓄 

病院・診療所 330機関  

訪問看護事業所 32機関  

（補足） 

○ 個人防護具５品目は、国の定めるサージカルマスク、Ｎ95マスク（ＤＳ２マス

クによる代替可）、アイソレーションガウン（プラスチックガウンによる代替可）、

フェイスシールド（再利用可能なゴーグルによる代替可）、非滅菌手袋の５品目と

します。 

 

 

 

  


